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第１章 総 則 

１ 目的 

本仕様書は、鶴岡市（以下「当市」という。）が令和８年度に購入する消防軽積載車（以下「本

車両」という。）の艤装、その他関係事項について定める。 

 

２ 概要 

本車両は、火災時において消防小型動力ポンプ（以下「小型ポンプ」という。）を積載、搬送し、

速やかに消火活動ができるものであり、十分な安全性及び強度を有し、かつ耐久性及び耐食性に

優れ、本仕様を十分満足し得るよう艤装するものであること。 

 

３ 適合法令等 

   本車両は、次に掲げる法令、その他関係法令及び通達等に全て適合するもので緊急自動車とし

て承認が得られるものであること。 

⑴ 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号） 

⑵ 道路運送車両法の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号） 

 

４ 提出書類（１台当たり） 

⑴ 本車両仕様書の細部及び艤装については、契約後速やかに当市と協議を行い、関係図面及び

関係書類等を提出し、承認を受けた後に艤装を行うこと。 

① 製作工程表                  ２部 

② 製作承認図（艤装５面図）           ２部  

③ 電気配線図                  ２部 

④ 使用材料、部品明細書             ２部 

ア 車体骨組み、側板、床板等 

イ 装備品、付属品 

ウ その他当市が指示するもの 

⑵ 本車両納入に際し、次の書類を提出すること 

① 緊急自動車届出確認書の写し          １部 

② 自動車検査証の写し              １部 

③ 完成図書（最終艤装図及び装備明細書）     １部 

④ 完成車両写真（前後左右）           １部 

⑤ 車両等取扱説明書               １部 

⑥ 資機材一覧表                 １部 

⑦ 納品内訳書（明細価格入り）          １部 

⑧ その他当市が指示するもの 

 

５ 艤装 

艤装材料は、強度及び耐久性を有する日本産業規格品を使用し、取付品及び付属品は、全て最

新規格のものを使用すること。 
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６ 検査 

  検査は、中間検査及び納入時の完成検査とする。 

⑴ 中間検査は、製作工程中の写真、ビデオ等の提出により、次の項目について実施する。 

① 車体検査 

② 艤装検査 

③ その他当市が指示するもの 

⑵ 完成検査は、当市が立会いの上、次の事項について実施する。 

① 車体検査 

② 艤装検査 

③ 装備品、積載品、付属品 

④ その他当市が指示するもの 

⑶ 検査時の指摘等 

受注者は、不具合があると指摘された部分について直ちに修正又は交換の上、再検査を受け

なければならない。 

 

７ 登録及び費用等 

⑴ 納入に至るまでの車両を含めた積載資機材等に対する技術指導者の派遣、検査及び故障、修

理等に要した費用の一切は、受注者の負担とする。 

⑵ 本車両の新規登録に係る自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び「使用済自動車の再

資源化等に関する法律」に関する費用については、当市の負担とする。 

 

８ 保証期間 

   本車両の艤装及び塗装部分の保証期間は、納入時から２年とし、シャシ、取付品、積載品につ

いては、各メーカーが定めた期間とする。ただし、設計不良、工作不良及び材質不良に起因する

故障、不具合は、保証期間終了後においても無償とし、修理又は交換等の改善策を施すものとす

る。 

   本車両の故障及び不具合に関する修理については、迅速に対応すること。また、修理に関する

部品等は、国内で準備できる体制を整えること。 

 

９ 納入 

⑴ 完成車両の納入は、自動車及び艤装各般、並びに付属品等の諸検査に合格し、新規登録後納

入するものとする。 

⑵ 本車両を納入する際は、車両及び資機材の燃料、油脂、電池等を全て規定量まで満たし、点

検整備を行い、安全に使用できる状態で納入すること。 

 

10 補則 

⑴ 本仕様書に明記されていない事項については、メーカー公表の標準仕様とし、機能操作上当

然具備しなければならない事項は、これを充足しなければならない。また、装備品等について
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は、軽量かつ堅固な材質を利用し長期の使用に耐え得ること。 

⑵ 本車両の製作に際し、疑義が生じた場合は、速やかに当市と協議し承認を受けるものとする。

なお、質疑応答事項は、本仕様書の追補とする。 

⑶ 本仕様書で指定した形式、型式は参考であるが、指定以外（同等品以上）のものを使用する

場合は、当市と協議し承認を受けること。 

⑷ 製作の一部を他の業者に外注する場合は、この仕様書を満足するよう当該業者を監督するこ

と。 

⑸ 特許等工業所有権に関する法令、第三者の有する特許法・実用新案法又は意匠法上の権利及

び技術上の知識を侵害することがないよう必要な処置を講ずること。これらの運用、適用にか

かる費用は、受注者が負担すること。 

⑹ 受注者は完成車両納入後、当市の指定する日時、場所において、車両の構造及び機器の取り

扱い、保守管理等の説明をするための担当者を派遣すること。なお、派遣に要する諸経費の一

切は、受注者が負担すること。 

 

11 納入台数  

７台 

 

12 納入場所 

   鶴岡市美咲町３６番１号  鶴岡市消防本部 

 

13 納入期限 

   令和９年３月１９日（金） 

   ※納入期限に関わらず、納入可能となり次第、納入すること。 

 

第２章 仕様 

１ シャシ 

本車両に使用するシャシは、令和８年度に製造された強力堅牢なもので、後部に小型動力ポン

プを積載することを想定した強固なサスペンションを装備したワンボックス型ハイルーフ仕様と

すること。また、寒冷地仕様で最新の排気ガス規制等に適合しているものであること。 

主要緒元は次のとおりとする。 

⑴ 型  式    軽四輪ワンボックス型、ハイルーフ 

⑵ 駆動方式    四輪駆動 

⑶ トランスミッション    オートマチック式 

⑷ 乗車定員    ４名 

⑸ 総排気量    ６６０cc未満 

⑹ 全  長    ３４０ｃｍ以内 

⑺ 全  幅    １４８ｃｍ以内 

⑻ 全  高    ２００ｃｍ以内 

⑼ 燃料タンク    標準仕様、油種及び容量表示 
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２ 艤装 

⑴ 消防団章を車体前方中央に取り付けること。 

⑵ 車体上部に標識灯内蔵型赤色警光灯、電子サイレン付スピーカー、旗立て、赤色点滅灯、梯

子（取付装置は２ロック方式とし、地上より容易に取外しができること。）を取り付けること。

また、とび口の取付装置を設置すること。 

⑶ 小型ポンプは、電動油圧昇降装置（非常用手動切替付）により容易に車外に引き出し、小型

ポンプ底部が地上より約３０㎝以下となるまで下降する構造であること。なお、当市の指定す

る小型ポンプに合せ積載台座を加工すること。 

⑷ 隊員席は、定員分のシートベルト及び後部座席左右にアシストグリップを設置すること。ま

た、荷室と隊員席の間に窓付きの隔壁板を設置すること。（気密性の問題等により不具合が生じ

る場合は開閉可能な構造とすること。） 

⑸  室内天井中央部に収納棚又はネットを設け、走行振動等により落下しない構造とすること。 

⑹ キャブ内側後部に防火衣、ヘルメット用フック４式を設けること。 

⑺ 荷室内に管そう１本、吸管１本の積載装置を設けること。 

⑻ 荷室内にホース、資機材を収納する棚を設け、サイズは概ね６５㎜ホース８本以上の収納容

量を有すること。また、走行振動等により落下しない構造とすること。 

⑼ 電子サイレンアンプ、赤色警光灯等の操作スイッチ及び配線は、メインスイッチ、専用ヒュ

ーズを介してインパネ部に設置し、隊員の乗降及び運転に支障なく、操作が自由に行なえる位

置とすること。 

⑽ 車両バッテリー管理器（過充電防止装置付）を取り付けること。また、充電用コードの接続

部については、車両ドア等の開閉に支障が無いよう設けること。 

⑾ 車両バッテリーは、容易に交換が可能な取付構造とすること。 

⑿ 後部座席付近に簡易資機材ボックスを備えること。 

⒀ ＬＥＤ式サーチライト（伸縮式）を１個設けること。なお、サーチライトは、高さ・照射方

向を容易に変えることができるようにすること。 

⒁ ＬＥＤ式荷室内照明灯を荷室の小型ポンプ上部天井及びバックドア内側に各１個設けること。 

⒂ ＬＥＤ式車両周囲作業灯を車両両側面上部に各１個設けること。 

 

３ 塗装及び文字入れ 

⑴ 塗装は、完全な防錆加工を施した後、朱色塗装を行うこと。 

⑵ 車体下回り及び腐食しやすい部分は、防錆塗装を行うこと。 

⑶ 文字入れは、車両後面及び左右ドア部に「鶴岡市消防団」、車両前後面部に「方面隊名（略字

可）」、「所属班数字」等を白色反射（後面のみ白色）、丸ゴシック文字で記入すること。また、

標識灯は、前面に「鶴岡市消防団」を黒色、丸ゴシック体で記入すること。 

  ⑷ 給油口付近に、油種及び油量を白色、丸ゴシック体で記入すること。 

 

第３章 装備品等 

  主な装備品、取付品、付属品は、１台当たりにつき別表のとおりとする。 


